様式第１号（第７条関係）

[bookmark: _Hlk218696334][bookmark: _Hlk218701805]スマートシティさいたまモデル推進事業費補助金
交付申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　

（宛先）さいたま市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　
　　　団体等名　　　　　　　　　　　　　　
　　代表者（職・氏名）　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk218797487]（※代表者氏名を本人が署名せず記名する場合は、押印してください）

　次のとおり、補助金の交付を申請します。

１　補助対象事業の名称

２　補助対象事業の内容　事業実施計画書（別紙１）のとおり

３　補助対象事業の実施に要する経費　収入支出予算書（別紙２）のとおり

４　補助金交付申請額　　　　　金　　　　　　　　　円

５　添付書類
1 事業実施計画書（別紙１）
2 収入支出予算書（別紙２）
3 予算に関する見積書、工数積算書類等
4 交付申請に関する誓約書（別紙３）
5 法人登記事項証明書（登記簿謄本）の写し（発行から1年以内かつ最新事項のもの）
6 その他（審査委員会用説明資料等）





様式第１号（第７条関係）
（別紙１）

事業実施計画書

	事業名称
	

	事業責任者
	（職名）　　　　（氏名）

	１　事業の目的





	２　補助対象事業の内容
1 地域の課題に対する事業の必要性
2 事業の内容
※いつ、どこで、どのような事業を、誰を対象におこなうのか具体的に記載ください
3 デジタル技術等先進的な知見を活用した内容
4 事業の実施エリア
5 事業の目標及びその設定理由
6 目標達成により期待される効果、社会的な意義
7 効果検証方法


	３　補助対象事業の実施体制
1 事業体制
2 事業に従事する人員数及び各人の業務負担


	４　補助対象事業の実施スケジュール
※回数などの指標を設定し、毎月の進捗が明確になるよう具体的に記載ください







	５　補助対象事業実施後の事業計画
※実装に向けての事業計画を記載ください
※ビジネスモデル（誰に何を提供し、誰からどのように収益を得て計測するか）を詳細に記載ください





























様式第１号（第７条関係）
（別紙２）

収入支出予算書

１　収入の部
	項　　目
	金額（円）（※1）
	内　　容

	自己資金
補助金充当額

	


	



	合　　計
	
	


２　支出の部
	経費区分
	金額（円）（※1）
	内　容
	算出根拠（※2）

	補助対象経費
	人件費
旅費
消耗品費
備品費
印刷製本費
賃借料
謝金
委託費
その他諸経費
	

	





	

	補助対象経費 計（Ａ）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	補助対象外経費
	
	
	
	

	補助対象外経費 計（Ｂ）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	合　　計（Ａ+Ｂ）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	補助金交付申請額
（Ａ）　×　１/２
1,000円未満切り捨て(※3)
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


※1　消費税及び地方消費税相当額は除いて記載すること
※2　算出根拠として、予算に関する見積書又は工数積算書類等を添付すること
※3　補助対象経費の総額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てること
様式第１号（第７条関係）
（別紙３）

スマートシティさいたまモデル推進事業費補助金
交付申請に関する誓約書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（宛先）さいたま市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　
団体名等　　　　　　　　　　　　　　
代表者（職・氏名）　　　　　　　　　
（※代表者氏名を本人が署名せず記名する場合は、押印してください）

スマートシティさいたまモデル推進事業費補助金交付申請にあたり、補助金の交付の対象となる者として下記の事項について誓約します。

記

[bookmark: _Hlk225176203]１　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団ではありません。
２　補助対象事業者の役員のうちに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員に該当する者はいません。
３　特定の政党活動又は宗教活動を目的とする活動を行うものではありません。
４　納付すべき国税及び地方税を滞納していません。
５　スマートシティさいたまモデル推進事業費補助金交付要綱第３条第２項の規定に該当するときは、補助金が不交付決定となることを了承します。また、交付決定後にその事実が判明したときは、交付決定を取り消し、又は補助金の返還を求められることに異議はありません。
以上

